
令和２年度 大淀川・小丸川学識者懇談会

開 催 日：令和２年１２月４日（金）

開催時間：１４：００～１７：００

開催場所：宮崎河川国道事務所 別館3階会議室

次 第

１．開 会

２．挨 拶

３．懇談会の目的と規約 【資料-１】

４．令和２年の出水概要と対応 【資料-２】

５．流域治水プロジェクト 【資料-３】

６．河川整備計画点検について

１）大淀川水系河川整備計画点検について 【資料-４】

河川整備の進捗・実施状況（ハード対策・ソフト対策）

①大岩田遊水地整備事業

②国土強靱化３か年緊急対策

２）小丸川水系河川整備計画点検について 【資料-５】

河川整備の進捗・実施状況（ハード対策・ソフト対策）

①宮越地区総合内水対策計画

②国土強靱化３か年緊急対策

７．大淀川下流部の河道掘削 【資料-６】

①昨年度懇談会のふり返り

②掘削計画検討状況報告

８．意見交換

９．閉 会



大淀川学識者懇談会規約

(名称) 

第 1 条 本会は、「大淀川学識者懇談会」( 以下「懇談会」という。)と称する。 

(目的) 

第 2 条 懇談会は、大淀川水系河川整備計画のうち、国管理区間及び宮崎県管理区間に変更

する必要が生じた場合に作成する整備計画の変更原案について意見を述べるものとする。

また、大淀川水系河川整備計画の策定後の流域の社会情勢の変化や地域の意向、河川整備

の進捗状況や進捗の見通し等を適切に反映するために、国管理区間における継続的に行う

内容の点検及び整備計画に基づいて実施される事業のうち、国管理区間における事業評価

の対象事業について、九州地方整備局長が設置する事業評価監視委員会に代わって審議を

行うものとする。

(組織等) 

第 3 条 懇談会は、九州地方整備局長が設置する。 

2 懇談会の委員は、学識経験を有する者のうちから、九州地方整備局長が委嘱す 

る。

3 懇談会の委員の任期は原則として２年とし、再任を妨げない。 

4 懇談会は、必要に応じて委員以外の者に対し、懇談会の場で意見を求めること 

ができる。

(懇談会の成立) 

第 4 条 懇談会は委員総数の２分の１以上の出席をもって成立する。 

(委員長) 

第 5 条 懇談会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。 

2 委員長は懇談会の運営と進行を総括し、懇談会を代表する。 

3 委員長が事故等の理由により出席できない場合には、委員長があらかじめ指名 

する者が職務を代行する。

(公開) 

第 6 条 懇談会の公開方法については、懇談会で定める。 

(事務局) 

第 7 条 事務局は、国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所、宮崎県河川課に置く。 

(規約の改正) 

第 8 条 懇談会は、この規約を改正する必要があると認めるときは、委員総数の 3 分の 2 

以上の同意を得てこれを行うものとする。

(その他) 

第 9 条 この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会にお 

いて定める。

(附則) 

この規約は、平成３０年４月４日より施行する。
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資料－１

89810155
長方形



 

（懇談会の目的） 

1.整備計画内容の点検に対して意見を伺う。 

・流域の社会情勢の変化、地域の意向 

・事業の進捗状況及び見通し 

・河川整備に関する新たな視点（地震津波対策等） など 

2.河川整備計画変更の必要性が生じた場合に変更原案に対して意見を伺う。 

3. 整備計画に基づいて実施される事業のうち、事業評価の対象となる事業につ

いて、九州地方整備局長が設置する事業評価監視委員会に代わって審議を行

う。 

(参考１) 河川整備計画 

河川法第 16 条の 2 第 3 項 

河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認める 

ときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

河川法第 16 条の 2 第 7 項 

第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。 
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【委　員】

氏　名 所属・役職 分　野

入江　光輝
　宮崎大学　工学部
　社会環境システム工学科　教授

河川工学

甲斐　亮典 前・宮崎県文化財保護審議会　会長 文化財

神田　猛 宮崎大学　名誉教授 魚類・漁業

杉尾　哲
宮崎大学　名誉教授
NPO法人　大淀川流域ネットワーク　代表理事

河川工学

鈴木　祥広
宮崎大学　工学教育研究部
社会環境システム工学科　教授

水環境

糠澤　桂
宮崎大学　工学教育研究部
社会環境システム工学科　助教

河川生態学

平岡　直樹
南九州大学　環境園芸学部　環境園芸学科
地域景観学研究室　教授

景観

松浦　里美 弁護士 法律・経済

皆川　朋子
熊本大学大学院 先端科学研究部 環境科学部門 水圏環境分野
工学部 社会環境工学科　 准教授

河川生物

宮下　敦典 宮崎県土地改良事業団体連合会　常務理事 水利

村上　啓介 宮崎大学工学部国際教育センター　副学長 水工学・海岸

※敬称略

大淀川学識者懇談会



小丸川学識者懇談会規約 

(名称) 

第 1 条 本会は、「小丸川学識者懇談会」( 以下「懇談会」という。)と称する。 

(目的) 

第 2 条 懇談会は、小丸川水系河川整備計画（国管理区間）（以下、「整備計画」という。）

策定後の流域の社会情勢の変化や地域の意向、河川整備の進捗状況や進捗の見通し等を適

切に反映するために、継続的に行う内容の点検及び必要が生じた場合に作成する整備計画

の変更の原案について意見を述べるものとする。また、整備計画に基づいて実施される事

業のうち、事業評価の対象となる事業について、九州地方整備局長が設置する事業評価監

視委員会に代わって審議を行うものとする。 

(組織等) 

第 3 条 懇談会は、九州地方整備局長が設置する。 

2 懇談会の委員は、学識経験を有する者のうちから、九州地方整備局長が委嘱す 

る。 

3 懇談会の委員の任期は原則として２年とし、再任を妨げない。 

4 懇談会は、必要に応じて委員以外の者に対し、懇談会の場で意見を求めること 

ができる。 

(懇談会の成立) 

第 4 条 懇談会は委員総数の２分の１以上の出席をもって成立する。 

(委員長) 

第 5 条 懇談会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。 

2 委員長は懇談会の運営と進行を総括し、懇談会を代表する。 

3 委員長が事故等の理由により出席できない場合には、委員長があらかじめ指名 

する者が職務を代行する。 

(公開) 

第 6 条 懇談会の公開方法については、懇談会で定める。 

(事務局) 

第 7 条 事務局は、国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所に置く。 

(規約の改正) 

第 8 条 懇談会は、この規約を改正する必要があると認めるときは、委員総数の 3 分の 2 

以上の同意を得てこれを行うものとする。 

(その他) 

第 9 条 この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会にお 

いて定める。 

(附則) 

この規約は、平成２７年９月２９日より施行する。 
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（懇談会の目的） 

1.整備計画内容の点検に対して意見を伺う。 

・流域の社会情勢の変化、地域の意向 

・事業の進捗状況及び見通し 

・河川整備に関する新たな視点（地震津波対策等） など 

2.河川整備計画変更の必要性が生じた場合に変更原案に対して意見を伺う。 

3. 整備計画に基づいて実施される事業のうち、事業評価の対象となる事業につ

いて、九州地方整備局長が設置する事業評価監視委員会に代わって審議を行

う。 

(参考１) 河川整備計画 

河川法第 16 条の 2 第 3 項 

河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認める 

ときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

河川法第 16 条の 2 第 7 項 

第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。 
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【委　員】

氏　名 所属・役職 分　野

入江　光輝
　宮崎大学　工学部
　社会環境システム工学科　教授

河川工学

甲斐　亮典 前・宮崎県文化財保護審議会　会長 文化財

神田　猛 宮崎大学　名誉教授 魚類・漁業

杉尾　哲
宮崎大学　名誉教授
NPO法人　大淀川流域ネットワーク　代表理事

河川工学

鈴木　祥広
宮崎大学　工学教育研究部
社会環境システム工学科　教授

水環境

糠澤　桂
宮崎大学　工学教育研究部
社会環境システム工学科　助教

河川生態学

平岡　直樹
南九州大学　環境園芸学部　環境園芸学科
地域景観学研究室　教授

景観

松浦　里美 弁護士 法律・経済

皆川　朋子
熊本大学大学院 先端科学研究部 環境科学部門 水圏環境分野
工学部 社会環境工学科　 准教授

河川生物

宮下　敦典 宮崎県土地改良事業団体連合会　常務理事 水利

村上　啓介 宮崎大学工学部国際教育センター　副学長 水工学・海岸

※敬称略

小丸川学識者懇談会



学識者懇談会の目的

１．河川整備計画内容の点検を継続的に実施する
・流域の社会情勢の変化、地域の意向
・事業の進捗状況
・河川整備に関する新たな視点など

２．河川整備計画変更の必要性が生じた場合に変更原
案に対して意見を伺う

３．内容の点検においては、５年に一度実施する事業
再評価（継続や見直し等）や事業完了後５年以内に
実施する事後評価についての意見を伺う
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学識者懇談会の開催予定

小丸川河川整備計画の点検・変更等

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 備考

整備計画の
策定・変更

策定 R25.8策定

変更

整備計画の
点検・再評価

点検 ● ● ● ● ● ● ● 原則毎年

再評価 ● ● 5年に１回

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 備考

整備計画の
策定・変更

策定 H18.3策定

変更 H30.6変更

整備計画の
点検・再評価

点検 ● ● ● ● ● ● ● 原則毎年

再評価 ● 5年に１回

大淀川河川整備計画の点検・変更等
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令和2年12月4日

宮崎河川国道事務所

令和２年の出水概要と対応

資料－２



国土交通省 水害・土砂災害に関する防災用語改善検討会（第３回）資料より転載

令和２年７月豪雨

1



※本資料の数値は速報値及び暫定値であるため、
今後の調査で変わる可能性があります。

九州地方整備局管内の直轄管理河川の状況

１．河川出水状況（直轄河川）

２．一般被害

３．氾濫発生情報

○広範囲にわたる大雨の結果、九州内２０の一級水系のうち、
１０水系で氾濫危険水位を超過。

○氾濫の発生（レベル５）＜４水系＞

・球磨川、遠賀川、筑後川、大分川
○氾濫危険水位超過（レベル４）＜７水系＞
・川内川、矢部川、本明川、大淀川、肝属川、
山国川、菊池川

※現在水位は、避難判断水位以下まで降下

○球磨川水系
・決壊：２箇所、越水：３箇所、溢水：８箇所
○遠賀川水系
・溢水：１箇所
○筑後川水系
・溢水：１箇所
○大分川水系
・越水：１箇所

○球磨川氾濫発生情報
・発表時刻 令和２年７月４日５時５５分
○彦山川氾濫発生情報
・発表時刻 令和２年７月６日１５時５０分
○筑後川上中流部氾濫発生情報
・発表時刻 令和２年７月７日８時３５分
・発表時刻 令和２年７月８日１時００分
○大分川氾濫発生情報
・発表時刻 令和２年７月８日０時４０分

令和２年７月１０日１０時００分時点

九州地方整備局記者発表資料 令和２年７月豪雨の概要と対応（第２報）より転載 2



九州地方整備局 令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料より転載

令和２年７月豪雨の概要（気象概要）
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九州地方整備局 令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料より転載

令和２年７月豪雨の概要（観測雨量）
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九州地方整備局 令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料より転載

令和２年７月豪雨の概要（国管理区間の観測水位）
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九州地方整備局 令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料より転載

令和２年７月豪雨の被害状況（浸水被害等）
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九州地方整備局 令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料より転載

令和２年７月豪雨の被害状況（中流部）
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九州地方整備局 令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料より転載

令和２年７月豪雨の被害状況（球磨村一勝地周辺）
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九州地方整備局 令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料より転載

令和２年７月豪雨の被害状況（球磨村一勝地周辺）
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九州地方整備局 令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料より転載

令和２年７月豪雨の被害状況（球磨村渡地区・人吉市街部）
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九州地方整備局 令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料より転載

令和２年７月豪雨の被害状況（球磨村渡地区）
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九州地方整備局 令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料より転載

令和２年７月豪雨の被害状況（人吉市街部）
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九州地方整備局 令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料より転載

令和２年７月豪雨の被害状況（球磨村渡地区・人吉市街部）
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九州地方整備局 令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料より転載

令和２年７月豪雨の被害状況（人吉市街部）
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九州地方整備局 令和２年７月球磨川豪雨検証委員会説明資料より転載

令和２年７月豪雨の被害状況（人吉市街部）

15



令和２年７月１６日宮崎地方気象台 災害時気象資料より転載

令和２年７月３日～４日の総雨量（宮崎県）
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大淀川流域では、末吉（すえよし）雨量観測所において、近年の主な出水と同規模の２４時間雨量を観測
しました。

氾濫危険水位を超過した観測所

本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

岳下

末吉雨量観測所

４．雨量の状況（大淀川流域）
第２報にて資料追加

九州地方整備局記者発表資料 令和２年７月豪雨の概要と対応（第２報）より転載 17



４．水位の状況（岳下）

※本資料の数値は速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

○ 梅雨前線の影響により大淀川水系大淀川岳下水位観測所において、これまで観測史上最高水位を記録
したH9.9出水と同等の水位5.04mを記録。

大淀川（岳下水位観測所の年最高水位比較図）

第２報にて資料追加

九州地方整備局記者発表資料 令和２年７月豪雨の概要と対応（第２報）より転載

＊：水文観測データ統計処理要領より統計データでは欠測であるが、比較が可能なようにデータを補填

18



４．水位の状況（柏田）

※本資料の数値は速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

○ 梅雨前線の影響により大淀川水系大淀川柏田水位観測所において、ピーク水位6.28mを記録。

大淀川（柏田水位観測所の年最高水位比較図）

第２報にて資料追加

＊

＊

＊

＊

＊

＊ ＊

＊：水文観測データ統計処理要領より統計データでは欠測であるが、比較が可能なようにデータを補填

九州地方整備局記者発表資料 令和２年７月豪雨の概要と対応（第２報）より転載 19



自治体の防災対応に資するきめ細やかな情報を流域首長へ提供
○国が管理している九州の20水系のうち、今回の出水で特に水位上昇が大きかった
12水系において河川関係事務所長等から関係市町村長等（25市16町5村）に対
し、ホットラインを実施しました。

ホットライン実施市町村

※これは速報であり、回数は今後変わることもあります。

８．ホットライン実施状況
第２報にて資料修正

水系名

嘉麻市 福智町 大任町 直方市 糸田町

添田町 田川市

うきは市 大刀洗市 朝倉市 日田市 久留米市

みやま市 柳川市

六角川 江北町 大町町 白石町 武雄市

松浦川 唐津市

本明川 諫早市

球磨村 芦北町 八代市 人吉市 錦町

多良木町 水上村 湯前町 あさぎり町 相良村

五木村 山江村

菊池川 菊池市 山鹿市 玉名市

大分川 大分市 由布市

山国川 上毛町 中津市 吉富町

大淀川 都城市

川内川 薩摩川内市 湧水町 伊佐市

肝属川 鹿屋市 東串良町

市町村名

遠賀川

筑後川

球磨川

九州地方整備局記者発表資料 令和２年７月豪雨の概要と対応（第２報）より転載 20



○九州地方整備局と福岡管区気象台で合同記者会見を実施。被害の状況や今後の気象状況について説明
を行った。７月４日（土）から７月９日（木）までで合計８回実施している。

９．合同記者会見（九州地方整備局・福岡管区気象台）第２報にて資料追加

九州地方整備局記者発表資料 令和２年７月豪雨の概要と対応（第２報）より転載 21



地方整備局と地方気象台による合同記者会見（令和２年７月豪雨の例）

国土交通省 水害・土砂災害に関する防災用語改善検討会（第３回）資料より転載 22



令和２年 台風第１０号

国土交通省 水害・土砂災害に関する防災用語改善検討会（第３回）資料より転載 23



個別の河川名を用いた、事前の注意喚起

国土交通省 水害・土砂災害に関する防災用語改善検討会（第３回）資料より転載 24



令和２年９月５日～７日の総雨量（宮崎県）

令和２年９月１４日宮崎地方気象台 災害時気象資料より転載 25



水位の状況（小丸大橋）

○ 台風１０号の影響により小丸川水系小丸川小丸大橋水位観測所において、9月7日に氾濫注意水位を
超えピーク水位４．２５ｍを観測。

小丸川（小丸大橋水位観測所の年最高水位比較図）

※本資料の数値は速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

0

1

2

3

4

5

6

7

S56S57S58S59S60S61S62S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27H28H29H30H31 R2

９月７日 ０：５０
ピーク水位 ４．２５ｍ

氾濫危険水位 ５．５ｍ

氾濫注意水位 3.5m

計画高水位 ５．８２ｍ

26



台風１０号に関する宮崎地方気象台との合同記者会見

 非常に強い勢力での接近が予想される台風１０号について、最大限の警戒を呼びかけることを
目的に、宮崎河川国道事務所と宮崎地方気象台で合同記者会見を開催。

 宮崎地方気象台からは台風の予想進路、雨・風・波の予想、警報級の可能性等について説明し
、宮崎河川国道事務所からは予想される河川の氾濫・高潮・土砂災害等について説明し、早め
の避難を呼びかけた。

（参加機関︓19機関26名）
・NHK宮崎放送局
・宮崎放送（MRT）
・テレビ宮崎（UMK）
・宮崎ケーブルテレビ
・エフエム宮崎（JOY FM）
・宮崎サンシャインFM
・宮崎日日新聞
・朝日新聞
・毎日新聞
・読売新聞

・西日本新聞社
・南日本新聞
・共同通信社
・夕刊デイリー新聞社
・九州電力
・宮崎市 危機管理課
・宮崎市 消防局
・宮崎市 上下水道局
・宮崎ガス

日時︓ 令和２年９月４日（金）14時00分～14時45分
場所︓ 宮崎地方気象台 会議室（１階）

※UMKはYouTubeライブ配信を実施

（説明者）
宮崎河川国道事務所︓上水樽 調査第一課長
宮崎地方気象台 ︓馬場添 観測予報管理官

（説明要旨）
・特別警報級まで発達しており、九州南部に接近または
上陸の恐れ。
6日～7日にかけて記録的な大雨となる見込み。
・河川の氾濫、高潮、土砂災害、風倒木に警戒が必要。
・ハザードマップや河川水位等の確認方法を紹介。
・住民に対して早めの避難を呼びかけた。

27



簡易型河川監視カメラ画像のリアルタイム提供

国土交通省 水害・土砂災害に関する防災用語改善検討会（第３回）資料より転載 28



近年の豪雨災害の課題として、洪水の危険性が十分に伝わらず、的確な避難行動
につながっていない状況があるため、多くの地点で洪水状況を確認できるように
機能を限定した低コストの簡易型河川監視カメラを設置を行っている。
最近では、防災関連のニュース映像にも活用されています。

追加
設置

簡易型河川カメラの画像は川の水位情報HPで公表中
HPアドレス ： https://k.river.go.jp/

日中の見え方 夜間の見え方

【参考】本庄川3K200地点（国富町宮王丸）のカメラ映像

簡易型河川監視カメラ画像の整備

29



宮崎市

国富町

綾町

簡易型河川監視カメラ 位置図（大淀川下流・本庄川） R2.4.1時点

簡易型河川監視カメラ画像の整備（大淀川・本庄川）

凡例

▲：河川監視カメラ（既設）
○：簡易型河川監視カメラ（R2予定）
●：簡易型河川監視カメラ（設置済）

30

設置済 R2予定

簡易型河川監視カメラ 5 9



都城市

簡易型河川監視カメラ 位置図（大淀川上流）

凡例

▲：河川監視カメラ（既設）
○：簡易型河川監視カメラ（R2予定）
●：簡易型河川監視カメラ（設置済）

R2.4.1時点

31

簡易型河川監視カメラ画像の整備（大淀川）

設置済 R2予定

簡易型河川監視カメラ 0 6



高鍋町

木城町

簡易型河川監視カメラ 位置図（小丸川）

R2.4.1時点

32

簡易型河川監視カメラ画像の整備（小丸川）

凡例

▲：河川監視カメラ（既設）
○：簡易型河川監視カメラ（R2予定）
●：簡易型河川監視カメラ（設置済）

設置済 R2予定

簡易型河川監視カメラ 0 1



洪水時の水位観測に特化した低コストな水位計を開発することで、これまで水位
計の無かった河川や地先レベルでのきめ細やかな水位把握が必要な河川への水位
計の普及を促進し、水位観測網の充実を図る。

危機管理水位計の整備

○洪水に特化した（水位が上昇すると

観測を開始）低コストの水位計

○水位観測網の拡充により大雨や夜間

に自宅で水位情報を確認できる。

○従来水位計と違い、

「堤防天端から○ｍ」という表示。
33



宮崎市

国富町

綾町

危機管理型水位計 位置図（大淀川下流・本庄川） R2.4.1時点

危機管理型水位計の整備（大淀川・本庄川）

凡例

▲：水位計（既設）
■：危機管理型水位計（設置済）

34

設置済 R2予定

危機管理型水位計 25 0



都城市

簡易型河川監視カメラ、危機管理型水位計 位置図（大淀川上流）
R2.4.1時点

35

危機管理型水位計の整備（大淀川）

凡例

▲：水位計（既設）
■：危機管理型水位計（設置済）
□：危機管理型水位計（R2予定）

設置済 R2予定

危機管理型水位計 15 1



高鍋町

木城町

危機管理型水位計 位置図（小丸川）

R2.4.1時点

36

危機管理型水位計の整備(小丸川）

凡例

▲：水位計（既設）
■：危機管理型水位計（設置済）

設置済 R2予定

危機管理型水位計 6 0



河川カメラのライブ配信

国土交通省 水害・土砂災害に関する防災用語改善検討会（第３回）資料より転載 37



河川カメラのライブ配信

MRTアプリによる配信状況 38

事務所ホームページでのリアルタイム配信YouTubeによる河川ライブカメラの配信

UMKアプリによる配信状況



令和2年12月4日

宮崎河川国道事務所

流域治水プロジェクト
～流域治水への転換～

資料－３

89810155
長方形
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【流域事例】流域対策の取組状況（調節池）

宮崎市飛江田地区

山内川調整池

S63完成

8



【流域事例】流域対策の取組状況（流出抑制対策）

宮崎市船塚地区

県総合文化公園
（雨水流出抑制）

大
淀
川

→

公立大グラウンド
（雨水流出抑制）

小
松
川

→
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P
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【大淀川事例】土地利用と一体となった治水対策（輪中堤）

宮崎市高岡町楠見地区

宅地嵩上げ

輪中堤

H22完成

11



【本庄川事例】浸水エリアを限定するための二線堤

二線堤

国富町﨑ノ田地区

本堤（河川堤防）

本堤部分S56完成

12
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第1回 「大淀川水系流域治水協議会」 開催

近年、気候変動の影響等により災害の頻発化・激甚化が懸念される中、大淀川において、今後の水災害リスクの増大に備えるために、これまでの
治水対策に加え、流域全体のあらゆる関係者が協働し、水害を軽減させる治水対策「流域治水」を計画的に推進することを目的とした協議会を設置し
ました。
第1回協議会では、協議会規約、流域治水プロジェクト策定に向けたスケジュールの確認を行うとともに意見交換を行いました。

協議会の構成委員開催概要

開催日：令和2年9月28日（月）
会場：宮崎河川国道事務所 会議室

議事内容

協議会の設立及び規約の合意
流域治水プロジェクト策定に向けたスケジュールの確認
流域治水対策の情報共有

主な意見等

内水被害軽減対策として排水ポンプ場を整備
予定
雨水貯留浸透施設の整備による流出抑制の推
進
水害対策として、遊水地や二線堤等の整備を
した方がよい
堆積土砂による洪水被害が懸念される
国土強靱化対策による掘削等による効果を地
域住民も実感されている
防災情報の充実化、住民の防災意識の啓発に
引き続き取り組む
都市計画と治水対策が連携することが重要
流域治水対策におけるハード対策と河川整備
計画の関係は如何に

宮崎市長

都城市長

小林市長

曽於市長

三股町長

高原町長

国富町長

綾町長

アドバイザー 宮崎大学名誉教授
杉尾 哲

宮崎県 危機管理局長

河川課長

都市計画課長

美しい宮崎づくり推進室長

宮崎土木事務所長

都城土木事務所長

小林土木事務所長

高岡土木事務所長

鹿児島県 災害対策課長

河川課長

大隅地域振興局 建設部長

宮崎地方気象台長

宮崎河川国道事務所長
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近年、気候変動の影響等により災害の頻発化・激甚化が懸念される中、小丸川において、今後の水災害リスクの増大に備えるために、これまで
の治水対策に加え、流域全体のあらゆる関係者が協働し、水害を軽減させる治水対策「流域治水」を計画的に推進することを目的とした協議会を
設置しました。
第1回協議会では、協議会規約、流域治水プロジェクト策定に向けたスケジュールの確認を行うとともに意見交換を行いました。

協議会の構成委員開催概要

開催日：令和2年9月28日（月）
会場：宮崎河川国道事務所 会議室

議事内容

協議会の設立及び規約の合意
流域治水プロジェクト策定に向けたスケジュール
の確認
流域治水対策の情報共有

主な意見等

内水被害が頻発している地域において総合内水対
策計画を策定し国・県・町一体となって内水被害
軽減対策として町道嵩上げや排水ポンプ場等を整
備予定
非常用発電対策など安全な避難先の確保している
防災情報の充実化、住民の防災意識の啓発に引き
続き取り組む
都市計画と治水対策が連携することが重要

等

高鍋町長

木城町長

川南町長

アドバイザー 宮崎大学名誉教授
杉尾 哲

宮崎県 危機管理局長

河川課長

都市計画課長

美しい宮崎づくり推進室長

高鍋土木事務所長

宮崎地方気象台長

宮崎河川国道事務所長

第1回 「小丸川水系流域治水協議会」 開催

15



16



17



河川整備の進捗・実施状況
【R2年度新規事業】大岩田遊水地整備事業

国土強靱化３ヶ年緊急対策

令和2年12月4日

宮崎河川国道事務所

大淀川水系河川整備計画の点検

資料－４
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■本計画で定めた以下の治水・利水・環境に関する目標の達成に向け、河川整備を実施します。

治 水

平成１７年９月洪水と同規模の洪水に対し、破堤等による甚
大な被害を防止する対策を行います。

この他「堤防質的整備」や「内水対策」及び 「高潮、地
震・津波対策」等についても、必要に応じて対策に努めます。

利 水

○取水実態等の変化をふまえ、慣行水利権から許可水利
権への切替等、適正な水利使用の調整を行います。

○動植物の生息・生育、漁業等に必要な流量を下回らな
いように努めます。

環 境

○魅力的で活力あふれる大淀川とするために、豊かな自然
環境と調和した空間として活用・保全を目指します。

○大淀川における山から海までの連続性に配慮して、水
量・水質、地域のつながりなどの視点から、川と人と
の交流と共生、住民参加による川づくりを目指します。

大淀川水系河川整備計画の概要 整備計画の目標

地点名 期別 流量

高岡 通年 概ね26m3/s

流水の正常な機能を維持するため必要な流量

○長期的な視野に立ち総合的負荷低減対策等により更な
る水質の改善を目指します。

○大淀川における動植物の多様性の確保、景観、流水の清潔
の保持など河川環境の保全や景観の形成を目指します。

河道整備流量配分図

1



大淀川下流部大淀川下流部

完了

河川整備計画における整備の進捗・実施状況

0k0
1k0

2k0

9k0

8k0

7k0

6k0

5k0
4k0

3k0

10k0

11k0

12k0

13k014k0
15k0

17k0

16k0

18k0
19k0

20k0

21k0

22k0
23k0

24k0
25k0

26k0

27k0
28k0

0k0

1k0

2k0

9k0

8k0

7k0

6k0
5k0

4k0

3k0

10k011k0
12k0

13k0

14k0

15k0

12k0

16k0

13k0

14k0

15k0

0k0

1k0

3k04k0

5k0

6k0 2k0

本庄川

深年川

大淀川

綾北川

浸透・浸食対策

⑪ 元町地区

築 堤 地震対策

⑤ 高岡地区

築 堤

⑬ 綾北川地区

築 堤

⑨ 本庄川地区

河 道 掘 削

⑥ 浦之名地区

完了
浸透・浸食対策

⑫ 八幡地区

浸透・浸食対策

④ 高浜地区

完了

③ 遊水地（宮崎市１箇所）

浸透・浸食対策

⑧ 岩知野他地区

完了

河 道 掘 削

① 宮崎市街部地区

実施中
河 道 掘 削

② 宮崎市街部地区

実施中
地震・津波対策

⑦ 津屋原沼地区

実施中
浸透・浸食対策

⑩ 本庄川地区

つ や ば る ぬ ま

浸透・浸食対策

⑧ 金崎他地区

完了

凡例

河道掘削

築堤・引堤

地震・津波対策

浸透・侵食対策

遊水地

P 内水対策

大臣管理区間

2



大淀川上流部大淀川上流部
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庄内川

沖水川

大淀川

高崎川

河道拡幅・河道掘削

㉒ 庄内川地区

河 道 拡 幅 築堤（右岸）・引堤（左岸）

⑳㉑ 高崎川地区

築 堤

⑲ 大淀川上流地区

引 堤

⑱ 金田地区

河 道 掘 削

⑰ 大淀川上流地区

実施中
浸透・浸食対策

⑯ 大淀川上流地区

河 道 掘 削

⑭ 大淀川上流地区
⑮ 遊水地（都城市2箇所）

凡例

河道掘削

築堤・引堤

地震・津波対策

浸透・侵食対策

遊水地

P 内水対策

大臣管理区間

河川整備計画における整備の進捗・実施状況

実施中 大淀川上流②

大淀川上流①

3



津波高潮対策・・・津屋原沼地区の事例津波高潮対策・・・津屋原沼地区の事例

整備イメージ

＜整備概要＞

・津波高潮対策として堤防を新設

・築堤約１，１００m、地盤改良１式、樋門２基

・平成２６年度現地着手

施工状況（令和２年１０月）

大淀川八重川

日向灘

津屋原沼地区

4

河川整備計画における整備の進捗・実施状況



低水路掘削・・・宮崎市街部地区の事例低水路掘削・・・宮崎市街部地区の事例

＜整備概要＞

・流下能力向上対策として低水路掘削を実施

・掘削量：約１２万m3

・令和２年度現地着手

施工状況（令和２年１１月）

高松橋

宮崎市街部地区

宮崎大橋

5

河川整備計画における整備の進捗・実施状況



堤防質的整備 浸透対策（遮水矢板工）・・・本庄川地区の事例堤防質的整備 浸透対策（遮水矢板工）・・・本庄川地区の事例

＜整備概要＞

・堤防の浸透対策として、矢板護岸

工を実施

・対策延長 約０．８ｋｍ

本庄川地区

・八重川地区・・対策延長０．５ｋｍ、平成２９年３月完了
・福島地区・・・対策延長０．６ｋｍ、平成３１年３月完了
・高浜地区・・・対策延長０．６ｋｍ、令和２年６月完了

その他、同様の対策箇所

遮水矢板施工状況 遮水シート施工状況 断面図

※八重川地区の事例

6

河川整備計画における整備の進捗・実施状況



河川整備計画における整備の進捗・実施状況

7

当面整備

河川名 No 地区名 整備内容 進捗

大淀川下流

① 宮崎市街部 河道掘削

② 宮崎市街部 河道掘削 Ｒ２年度着工 実施中

③ 宮崎市 遊水地

④ 本庄川合流点上流 浸透・侵食対策 Ｒ１年度 完了

⑤ 高岡 築堤・耐震対策

八重川 ⑦ 津屋原沼 地震・津波対策 Ｈ２６年度着工 実施中

本庄川

⑧ 本庄川 浸透・侵食対策 Ｒ１年度 完了

⑩ 本庄川 浸透・侵食対策 Ｒ２年度着工 実施中

⑪ 元町 浸透・侵食対策 Ｈ３０年度 完了

深年川 ⑫ 八幡 浸透・侵食対策 Ｒ１年度 完了

大淀川上流
⑮ 都城市 遊水地 Ｒ２年度着工 実施中

⑯ 大淀川上流 浸透・侵食対策 Ｒ２年度着工 実施中

当面整備～整備計画

河川名 No 地区名 整備内容 進捗

大淀川下流 ⑥ 本庄川合流点上流 河道掘削

本庄川 ⑨ 本庄川 築堤

綾北川 ⑬ 綾北川 築堤

大淀川上流

⑭ 大淀川上流 河道掘削

⑰ 大淀川上流 河道掘削

⑱ 金田 引堤

⑲ 大淀川上流 築堤

高崎川
⑳ 高崎川 河道拡幅

㉑ 高崎川 築堤・引堤

庄内川 ㉒ 庄内川 河道拡幅・河道掘削

記載の事業スケジュールについては、平成３０年第２回学識者懇談会（事業再評価資料）で提示したスケジュールを基に進捗状況を記載し
たものであり、記載以外の整備も河川整備計画に基づき実施しています。

※当面整備は整備計画の変更（H30.6）から概ね7年間



浸水範囲

図 岳下観測所の水文データ（左：年最高水位、右：年最大流量）

図 R1.7洪水による浸水実績（大淀川上流域）図 R1.7洪水の水位ハイドログラフ（岳下観測所）
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時刻
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水防団待機水位

氾濫注意水位

避難判断水位

氾濫危険水位

計画高水位

2019/7/3 2019/7/4

R1.7洪水時に氾濫危険水位を約6時間超過

■近年、氾濫危険水位を超過する出水（H16,H17,H23,H28,H30,R1,R2）を度々
記録する（近5ヶ年では4回）。
■R1.7洪水時には、萩原川・梅北川合流点間の無堤部での田畑浸水や内水に
よる家屋浸水が発生している。

■
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岳下観測所最大流量 年最大流量

平均年最大流量

408m3/s

近5ヶ年で氾濫危険
水位を4回超過

大淀川
萩原川

近年の都城市周辺の出水概要
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■都城市街部では近年においてもはん濫危険水位を超過する洪水（H17,H23,H28,H30,R1）により度々被害が発生している。

■大岩田遊水地を整備することで、洪水時の河道流量を低減し治水安全度の向上を図る。

宮崎県

鹿児島県

熊本県

大淀川

本庄川

位置図

改修箇所事業箇所

大岩田遊水地整備予定地

令和元年７月都城市浸水状況写真

令和２年度
実施内容：用地調査 等

直轄管理区間
上流端

お お い わ だ

みやこのじょう

R2.3.31記者発表資料【宮崎河川国道事務所】大岩田遊水地整備事業【直轄】

宮崎日日新聞 R2.4.1 9



10

大岩田遊水地

日豊本線

西都城駅

国道10号

タイヨー都城店

都城歴史資料館

大岩田遊水地整備事業

10

大淀川と萩原川の合流する場所に「遊水地」として整備。
今後、平常時の利活用についても、都城市等と連携して検討予定。

川の駅公園



ゾーン 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

多目的広場

水辺の交流ゾーン
左岸部

右岸部

ネットワークルート

歌舞伎橋
新橋設置

旧橋撤去

■多目的広場

■水辺の交流

※歌舞伎橋

■ネットワークルート

川の駅公園

多目的広場

水辺の交流ゾーン
※歌舞伎橋

■環境整備事業（かわまちづくり）
「都城の人と自然、歴史文化が交流するかわづくり」を基本理念とし２つのテーマを実現するため、対象範囲を「地域交流拠点」「水辺の交流ゾーン」
「多目的広場」「自然と歴史文化をつなぐネットワークルート」の４つのゾーンに区分し、各ゾーンの特性を踏まえた整備・利活用・維持管理内容を計画

環境整備事業 （都城かわまちづくり）

多目的広場

水辺の交流ゾーン（川の駅周辺）

11

■大岩田遊水地



防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策について

河川の項目（２）河川における堤防決壊時の危険性に関する緊急対策

河川の項目（１）河川における洪水時の危険性に関する緊急対策（河道等）

国土交通省関係の対策項目（全67項目）

12



瓜生野川排水機場

江川排水機場
瓜田川排水機場

飯田川排水機場（県）

樹木伐採の実施箇所：

宮崎市

国富町綾町

飯
田
川→

土砂撤去の実施箇所：

R1.9時点 R２.3時点

【樹木伐採代表箇所 前】 【樹木伐採代表箇所 後】

R1.9時点 R２.3時点

【河道掘削後】【河道掘削前】
H31.4時点 R1.6時点

【河道掘削前】 【河道掘削後】

防災・減災、国土強靱化のための３ヶ年緊急対策について【大淀川下流】

・国土強靱化３ヶ年緊急対策にて、河道内の堆積土砂の掘削や繁茂した樹木の伐採を実施。
・この結果、出水時の水位低減効果が図られ内水被害の軽減、樋門操作の負担軽減等が発現。

H31.4時点 R1.9時点

13



防災・減災、国土強靱化のための３ヶ年緊急対策について【大淀川上流】

樹木伐採の実施箇所：

土砂撤去の実施箇所：

【河道掘削前】 【河道掘削後】

【危機管理型ハード対策前】 【危機管理型ハード対策後】

都城市

・国土強靱化３ヶ年緊急対策にて、河道内の堆積土砂の掘削や繁茂した樹木の伐採を実施。
・この結果、出水時の水位低減効果が図られ内水被害の軽減、樋門操作の負担軽減等が発現。

R1.12時点 R2.6時点

R2.3時点

【堤防裏法尻の補強前】 【堤防裏法尻の補強後】

R2.1時点 R2.6時点

【樹木伐採前】 【樹木伐採後】

H31.4時点 R1.9時点

R1.11時点

54k

78k

14



河川整備の進捗・実施状況
【R2年度新規事業】宮越地区総合内水対策事業

国土強靱化３ヶ年緊急対策

令和2年12月4日

宮崎河川国道事務所

小丸川水系河川整備計画の点検

資料－５



整備計画の目標整備計画の目標
■本計画で定めた以下の治水・利水・環境に関する目標の達成に向け、河川整備を実施します。

治 水

戦後第2位相当となる平成16年8月洪水を概ね安全に流下さ
せ、さらに平成17年9月洪水の水位低減を図ります。

利 水

○河川水の利用に関しては、取水実態の変化を踏まえ、
慣行水利権から許可水利権への切替等、適正な水利使
用の調整を行います。

環 境

○河川環境については、重要種を含む多様な動植物が生
息・生育・繁殖する豊かな自然環境を保全、整備します。

○河川空間の整備と適正な利用については、豊かな自然
環境や地域の風土・文化を踏まえ、魅力的で活力あふ
れる小丸川を目指し、多様なレクリエーションや身近
な環境学習の場としての整備、保全に努めます。

小丸川水系河川整備計画の概要 整備計画の目標

○水質については、河川の利用状況、沿川地域の水利用状
況、現状の環境を考慮し、良好な水質の保全に努めます。

○良好な景観の保持・形成については、小丸川の清らかな
流れと豊かな自然が織りなす良好な河川景観の保全を図
ります。

基準地点 目標流量 洪水調節量 河道流量

高城 4,600m3/s 500m3/s 4,100m3/s

小丸川本川における整備目標の基準地点流量

4,100
（4,600）

この他「堤防の安全性向上対策」や「内水対策」及び 「地
震・津波対策」等についても、必要に応じて対策に努めます。

1

○動植物の生息・生育、漁業等に必要な流量を下回らな
いように努めます。

地点名 期別 流量

高城 通年 概ね2m3/s

流水の正常な機能を維持するため必要な流量



河川整備計画における整備の進捗・実施状況

河道掘削

⑩ 木城地区

築 堤
⑨ 高城地区

河道掘削

⑧ 高城橋付近 築 堤

⑥ 上江地区

河道掘削

④ 川田地区

築 堤

① 蚊口浦地区

堤防質的整備

⑤ 小丸川下流地区

堤防質的整備

⑦ 小丸川中流地区

内水対策

③ 宮越地区

水衝部対策

② 蚊口・持田地区

実施中

完 了

完 了

凡 例

河道掘削

築堤

堤防質的対策

水衝部対策

内水対策
築 堤

⑪ 南高鍋地区
2

実施中



流下能力向上対策の予定箇所

（木城町高城地区）

河道掘削・・・小丸川高城地区の事例河道掘削・・・小丸川高城地区の事例

高城地区
（小丸川）

現地状況（R2.8）現地状況（R2.8）

高城橋

＜整備概要＞

・流下能力対策として河道掘削を実施

・対策延長 約０．８ｋｍ

河川整備計画における整備の進捗・実施状況

3

今年度掘削予定

高城橋

断面図



河川整備計画における整備の進捗・実施状況

4

当面整備

河川名 No 地区名 整備内容 進捗

小丸川

④ 川田地区 河道掘削 Ｈ２７年度 完了

⑤ 小丸川下流地区 堤防質的整備 Ｈ２６年度 完了

⑧ 高城橋付近 河道掘削 Ｈ２７年度着工 実施中

⑩ 木城地区 河道掘削

⑨ 高城地区 築堤

当面整備～整備計画

河川名 No 地区名 整備内容 進捗

小丸川

① 蚊口浦地区 築堤

③ 宮越地区 内水対策 Ｒ２年度着工 実施中

⑥ 上江地区 築堤

⑦ 小丸川中流地区 堤防質的整備

② 蚊口・持田地区 水衝部対策

宮田川 ⑪ 南高鍋地区 築堤

記載の事業スケジュールについては、平成２８年学識者懇談会（事業再評価資料）で提示したスケジュールを基に進捗状況を記載したものであ
り、記載以外の整備も河川整備計画に基づき実施しています。

※当面整備は事業再評価（H２８）の翌年度から概ね５～７年間



小丸川宮越地区総合内水対策事業

5

R2.3.31記者発表資料【宮崎河川国道事務所】

宮崎日日新聞 R2.4.1



小丸川宮越地区総合内水対策事業

小丸川宮越地区総合内水対策計画

国・県・町が連携し、内水浸水被害軽減を目指します。

令和２年３月 ●国土交通省 宮崎河川国道事務所・宮崎県・高鍋町

＜内水氾濫について＞

低平地に位置する宮越地区は、小丸川の外水位が堤内地盤高相当を上回ると同時に自然排水が困難となり、上流
側からの水路網を通じた流入によって内水が発生しています。加えて、排水区域境界部の道路高が低いため、隣接す
る中州区域へも内水が流入し、結果、他地区の浸水被害拡大にも繋がっている状況にあります。

6

③

②
①

小丸川宮越地区内水対策概念図

国交省 ・・・ 小丸川への排水ポンプによる内水排除や防災情報の拡充等のソフト対策を実施。
宮崎県 ・・・ 防災情報の拡充や地域防災力の向上等のソフト対策を実施。
高鍋町 ・・・ 道路嵩上げによる他地区からの流出抑制や水害に対応したまちづくりの構築を実施。



小丸川宮越地区総合内水対策事業

7

●主なソフト対策ついて

土地利用規制（災害危険区域の設定等）に関する事項

浸水被害が懸念される箇所において、条例による土地利用の規制をかける等、水害に強いまちづくりを推進します。

防災リーダーの育成・防災教育の推進

浸水情報の見える化（川標）

河川の水位状況や道路浸水などの情報等をリアルタイムで確認し、より実践的で安全な避難行動につながる取り組みを図
ります。

防災リーダーの育成や防災教育を推進していきます。

「小丸川宮越地区総合内水対策計画」に基づき、浸水被害の軽減を図るため、各関係機関は進捗管理を
行うとともに、実施過程においては随時確認を行い、効果的な浸水被害軽減を目指します。

効果的な浸水被害軽減・解消対策の実現に向けて

宮崎県立高鍋高校探究科学科フィールドワーク



防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策について

河川の項目 （２）河川における堤防決壊時の危険性に関する緊急対策

河川の項目 （１）河川における洪水時の危険性に関する緊急対策（河道等）

国土交通省関係の対策項目（全67項目）

8



防災・減災、国土強靱化のための３ヶ年緊急対策について【小丸川】

樹木伐採の実施箇所：

土砂撤去の実施箇所：

高鍋町

木城町

9

・国土強靱化３ヶ年緊急対策にて、河道内の堆積土砂の掘削や繁茂した樹木の伐採を実施。
・この結果、出水時の水位低減効果が図られ内水被害の軽減、樋門操作の負担軽減等が発現。

樹木伐採

河道掘削

【樹木伐採 前】H31.4時点 【樹木伐採 後】R1.9時点

宮田川→

河道掘削 ←

旧
宮
田
川

宮田川→

R1.11時点

【河道掘削後】

小
丸
川
↓

小
丸
川
↓

【河道掘削 前】H31.4時点
【河道掘削 後】R1.9時点

【河道掘削前】

R2.2時点



河川環境の保全（外来種除去：ウチワサボテン）

ウチワサボテン除去

環境省・農林水産省HPより

R2維持工事

延長約1kmの範囲に約100本を確認

10



資料－６

令和2年12月4日

宮崎河川国道事務所

大淀川下流部の河道掘削について



主な項目 河川整備基本方針【※参考】 河川整備計画 備考

基準地点 柏田 同左

整備目標 1/150 平成17年9月洪水規模

目標流量 11,700 10,500

洪水調節施設
・既設ダムの有効活用
・新たな洪水調節施設

・既設ダム（綾北、綾南）
・既設ダムの有効活用（岩瀬）
・新規遊水地（大淀川下流、上流①、上流②）

河道の配分流量 9,700 9,100

大淀川における河川整備目標

河川整備計画における洪水対策の整備目標について

○平成２８年に変更した河川整備基本方針に基づき、平成３０年６月に河川整備計画（変更）を策定。

○本計画に定める河川整備を実施することで、基準地点柏田において既往最大の平成１７年９月洪水と同規模

の洪水を安全に流下させることが可能。

河道整備流量配分図（H30河川整備計画）
1

m3/s

m3/s

m3/s

m3/s



要

因
：掘削範囲(高水敷掘削)

高水敷掘削
（盤下げ）

高松橋

天満橋

新宮崎大橋

平和台大橋
：掘削範囲(低水路内掘削)

低水路内掘削

高松橋

天満橋

新宮崎大橋

平和台大橋

昨年度時点の⾒直し掘削（案）現河川整備計画における掘削（案）

【掘削計画の⾒直し要因】
１．社会的要因
・激特事業箇所を再掘削する社会的影響（⾼⽔敷利活⽤への影響）

→公園管理者である宮崎市からも⾼⽔敷の湿潤化や冠⽔頻度の増加にともな
う利⽤制限は避けたいという意⾒あり。

・周辺の地下⽔への影響（堤内地地下⽔の引き下げ）
２．構造的要因
・⾼⽔敷の湿潤化による堤防の弱体化
・堤防前⾯の⾼⽔敷の掘削に伴う、堤体の安定性の低下

(昨年度懇談会の内容)現河川整備計画掘削箇所の見直しについて

2



(昨年度懇談会の内容)現整備計画案（高水敷掘削案）の課題等

○高水敷掘削の工事実施に向け、昨年度、周辺の地下水調査等を行った結果、掘削による影響が懸念される新

たな課題が浮上。

課題①（高水敷の湿潤化への影響）

■高水敷掘削の予定区間（計5ヶ所）において、
堤防川裏及び高水敷上でのボーリング調査及
び地下水調査（令和元年10月～令和2年出水
期）を実施

■一部、高水敷掘削後の地下水湧水（高水敷の
湿潤化）が懸念

地下水調査結果と掘削高等の関係

課題②（堤体の安定性に対する影響）

■河道断面の掘削形状によっては、堤防の安定
性が低下し、洪水時の安全な堤防機能が損な
われる恐れがある。

■整備後（高水敷盤下げ等）における堤防の安
定解析を行った結果、現状の堤防に対して安
定性が低下することを確認。

掘削断面模式図

高水敷（グラウンド）

（今回案）
高水敷の盤下げ
（約1m掘削）

堤防

計画高水位

平水位
朔満

朔干 地下水想定ライン

高水敷掘削後の
地下水湧水が懸念
される。

高水敷（グラウンド）

（今回案）
高水敷の盤下げ
（約1m掘削）

堤防

堤防法尻の押さえが
低減し、堤防の安定
性が損なわれる。

計画高水位

激特工事前の地盤面

※激特工事で過去にも盤下げを実施。
（約1.0m～1.5m掘削）

※堤防がすべり破壊を
起こしやすくなる。

約1.0～1.5m

約1.0m

3



(昨年度懇談会の内容)課題を踏まえた河道掘削案の設定

一次設定案(昨年度懇談会時点河道掘削案)の概略平面図

：タコノアシ群落

出典：平成28年度大淀川・小

丸川水辺環境調査（基
図・魚類）業務 平成29
年2月

：現整備計画案

：一次設定案

（整備計画策定時点）

（昨年度懇談会時点）

4

タコノアシ

高
松
橋

激特掘削後撮影 平成29年3月撮影



(昨年度懇談会の内容)課題を踏まえた代替案の設定

○宮崎市街部の河道掘削案について、昨年度懇談会において各案のメリット・デメリットを比較整理

○種々の課題に対し総合的に評価を行った結果、一次設定案を決め今年度引き続き検討を実施した。

大淀川下流部（4ｋ～8ｋ付近）における河道掘削案の比較整理

5

右岸高水敷の利用状況

年間利用者数：約８万人
・H26～H29の年平均
・下小松＋大塚グラウンドの合計

地元NPO団体（大淀川流域ネットワーク）による
タコノアシの保全活動状況

天満橋上流でのヨシ等の刈取り
（2016年7月）

タコノアシ

区分
現整備計画案

（整備計画策定時点）
一次設定案

（昨年度懇談会時点）

・高水敷盤下げによる対応
・環境面に配慮した上で掘削範囲を変更する案（下流ワ
ンドの保全や中流ワンドの一部保全等）
・河積の不足分は右岸高水敷前面の砂州を掘削

（右岸高水敷対応を基本とするケース） （左岸低水路内対応を基本とするケース）

・盤下げに伴う高水敷の湿潤化（利活用面等への影響）
が懸念される区間有り

・高水敷の湿潤化は無し

・盤下げに伴う湧水により、周辺井戸への影響が懸念さ
れる。

・水中掘削のため、影響は他案に比べて、少ないと考え
られる

・全体的に高水敷の盤下げを実施するため、現況よりも
安全率が低下する。

・右岸側は現況のままで、高水敷の盤下げ等は生じない
ため、現況堤防断面の安定性に対する影響はない（現
況と変わらない）。

・盤下げ区間における冠水頻度の増加
　（約1.8→2.4回/年 程度）

・高水敷利用は現状通り可能

・環境に大きな変化はなく、生物の生息・生育への影響
は小さいと考えられる。

・重要な植物（タコノアシ等）の生育地を極力回避
（改変せざるを得ない箇所については、播種等による保
全措置を行うことから、影響は小さいと想定。）

・大淀川市民緑地として、スポーツや散策等の利用が非
常に盛んであり、利活用面において多くの利用者等に対
する影響が大きい（年間利用者数：約8万人）。

・左岸掘削により右岸水衝部(深掘れ箇所)のせん断力は
小となる。
・掘削後の河床維持（再堆積等）

項目

宮
崎
市
街
部
掘
削

河道整備
の内容

高水敷湿潤化
に対する影響

周辺地下水等
に対する影響

堤体の安定性
に対する影響

高水敷利用等
に対する影響

生物環境等
に対する影響

その他
懸念事項等



区分 対応状況 備考

入江
委員

湾曲部の掘削であるが、掘削後の流下能力は適切に評価して欲しい。
・湾曲の影響等よる水位に考慮されているか。
・内岸側の流速が断面平均値よりも遅く、河積を確保しても結局、流下
能力が不足するような事はないか。

・面的測量（～8月末）を追加で実施
・平面二次元流況解析による検討（面的な水位・流速等の確認）を実施
・二次元流況解析モデルのメッシュ分割等についても、詳細（最小3m）サイズに修正
・掘削前の現況モデルについても構築し、近年出水時における左右岸痕跡水位との比較検
証も実施

P16～19

皆川
委員 ・経済的評価を含め、維持管理のための将来予測もする必要がある。

・二次元流況解析による面的な掃流力等を確認
（掘削後河道の水理諸量について、近年比較的維持されている現況河道との比較を実施）

P20～23

ワンド
保全

村上
委員

・（下流ワンドの）砂州部分の幅が小さくなるが、出水によって砂州が消
失するという懸念は無いか。

・下流ワンドを形成する砂州については、昨年度時点（一部掘削）より全面的に保全する形状
に修正

P8、P14

皆川
委員

・ワンドが汽水域であれば、希少性の高い生物がいると思われるため、
生物調査は丁寧に行ってほしい。

神田
委員

・掘削箇所の密な環境データは少ないのではないか。掘削による環境
への影響の検討は難しいだろうと思う。

景
観

平岡
委員

・代替案の評価項目として、景観関連を考慮して頂きたい。
（代替案に基本的には賛成だが、景観的に優れた場所でもあるので、
高水敷の芝生を少し減らし、自然環境を増やす案も検討してもらいた
い。）

・現況、昨年度推奨案、今年度見直し案の３ケースについて、天満橋～高松橋区間で3箇所
程度の視点場を選定し、掘削前後のフォトモンタージュを作成（3次元地形モデルについても
作成）

P36～44

入江
委員

・ドレーン工を行うことで地下水位を大きく下げることなく、湿地化を防ぐ
案も検討できるのではないか

・暗渠排水工について、概算事業費を含め検討済み（※別添資料参照）
・湿地化防止策としての有効性は可能性があるものの、堤内地の地下水位低下防止に対す
る効果は期待されない

・5k100付近の岩河床の効果・影響等確認の必要性
・今回構築した平面二次元解析モデルを用いて、参考確認を実施（岩河床による上流外岸
側への洗堀防止効果について確認）

・5k600右岸水衝部における水制の必要性
・（上記効果及び）ワンド付近前面の掘削により横断方向の流況が平滑化し、現況河道に比
べ外岸側の流速低下を確認

・令和元年度～令和2年度に環境調査を実施、現状のデータ整理が可能
・調査結果を基に保全対象種を抽出し、環境への影響や良好な環境の創出に留意した掘削
形状を検討

P10～13

湿潤化防止策
  （右岸高水敷）

その他
杉尾

委員長

項目 指摘内容（御意見等）

右
岸
高
水
敷
代
替
案
関
連

1.
治
水
関
連

水
理
解
析
等

2.
環
境
関
連

生
態
系

(参考）昨年度懇談会での指摘事項と対応状況等

6

○御指摘内容に対する主な対応状況について整理すると以下の通り。



(参考）昨年度懇談会での指摘事項と対応状況等

○御指摘内容【事前説明時】に対する主な対応状況について整理すると以下の通り。

7

区分 対応状況 備考

水
理
解
析
等

・5k8～6k0における高めの掘削高に関して、直下流側での再堆積抑制に
考慮して、再設定した方が良い。

・環境配慮案（B）（C）について、上流ワンド付近前面の掘削高を是正 P25

・ワンド出口はスムーズな線形の方が洪水低減期におけるワンド内での土砂
堆積が抑制される。上流ワンドの再堆積抑制のため、掃流力の低下が出来
るだけ生じないよう、中流ワンドの残置形状の工夫等も大事である。

・環境配慮案（C）について、中流ワンド付近の線形（掘削形状）を修正し、上流
ワンド出口付近の流況を更に改善

P24,25

村上
委員

・掘削後の下流ワンドが、特に環境配慮案（C）で、現況河道に比べて堆積
傾向になっている。再堆積への懸念に対し、上流ワンドと同様の確認（移動
限界摩擦速度との比較等）をしておいた方が良い。

・移動限界摩擦速度との比較により、顕著な堆積傾向とはなっていない事を確
認

P27

2.
環
境
関
連

生
態
系

鈴木
委員

・整備計画メニューである橘橋下流における岩河床の掘削により、塩水遡
上が現状より上流側に及ぶことが想定される。今回保全するワンド付近の汽
水環境変化や、その要因に留意しながらモニタリングしていった方が良い。

ワ
ン
ド
保
全

項目 指摘内容（御意見等）【事前説明時】

右
岸
高
水
敷
代
替
案
関
連

杉尾
委員長

1.
治
水
関
連
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(参考）昨年度懇談会での指摘事項と対応状況等
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○下流ワンドを形成する砂州については、昨年度懇談会時点（一部掘削）より全面的に保全する形状に修正。

下流ワンド区間の代表横断図

大淀川 4k600
HWL T.P.6.44m

下流ワンドを全面的に保全

：令和元年度(昨年)時点

：令和 ２年度(今回)時点

一次設定案の掘削範囲

天満橋

タコノアシ

令和元年度（昨年）時点

高水敷前面の
砂州掘削

（タコノアシに配慮）

令和2年度（今回）時点

高水敷前面の
砂州掘削

（天満橋下流ワンドを保全）

写真 天満橋より下流を望む一次設定案の掘削範囲図

※標高値：S44年度平均成果

令和元年度（昨年）時点

令和元年度（昨年）時点4k600



大淀川下流掘削における環境配慮について

１．環境配慮の基本方針

9

【保全すべき重要な環境】ワンド・たまり、水辺エコトーン（水際線の湿地・浅水域）
【本区間の湿地環境のシンボルとなる重要種】タコノアシ、タケノコカワニナ
【保全ゾーン】4k200～5k300

・大淀川汽水域の中でもワンド･湿地環境、重要種を含む多様な生態系が維持されている貴重な環境であるた
め、現存するワンド環境と現況水際線の保全に努める。

【掘削ゾーン】5k300～6k200
・陸化しやすい地形特性であるため、河道掘削は平水位以下を基本とする。
・掘削形状は、水際線に凹凸を付け、水辺エコトーンとなる干潟や浅水域が再生されるよう配慮する。
・掘削により縮小する中流ワンドの代償措置として上流ワンドを新設する。
・掘削範囲に生育生息する重要種等の移動や再生に配慮し、工事は工期・工区を分け段階的施工とする。また、
モニタリングを並行して行い、順応的管理に努める。

・掘削による重要種等への影響が顕著な場合は、必要に応じ移植等の代償措置を講じる。

＜ワンドの保全の必要性について＞
 ワンドは、魚類の産卵場、稚仔魚の成育場、出水時の避難場として重要な役割を果たすことが知られている。また、流速の影響を受けにくく

砂泥が堆積すること、感潮域では地形によって潮汐の動きが緩やかとなる等、本流とは異なる環境が形成され、多様な生物の生息場として機
能している。

 当該地区では、大淀川汽水域上端付近で唯一のワンド環境が残存し、カワアナゴ、アシシロハゼ、ホザキノフサモ等の重要種が複数種確認さ
れている。特に重要種として希少価値が高いタケノコカワニナ（宮崎県RL：絶滅危惧Ⅱ類）も多く確認されている。

 また、当該地区のタコノアシ群落は、宮崎県内でも随一の広さを誇り、希少価値が高い。地元NPO（大淀川流域ネットワーク：杉尾哲代表理
事）が地元小学生等と共同で「タコノアシの保全活動」を毎年実施しており、地域の環境学習・環境保全の場としても、重要な地区となって
いる。

 当該地区に特徴的なタケノコカワニナやタコノアシは、いずれも砂泥質の湿地環境に依存し、感潮域上端付近に多い生物である。本流の流速
の影響を受けにくいワンド環境が残存していることが、これらの種の保全に寄与していると考えられる。

 従って、当該地区に特徴的な生態系の基盤であるワンド環境の保全・創出に努めることが望ましい。

 なお、ワンド造成は、土砂堆積や先端部の出水時の流出等により、消失してしまうケースが多いことから、ワンド消失のリスクを考慮すると、
出来るだけ多く、多様なワンド環境を創出することが望ましい。



大淀川下流掘削における環境配慮について

３．大淀川下流地区の重要性（１）

大淀川下流を俯瞰でみると、当該地区は特徴的な環境となっており、生態系にも重要な役割を担っていると考えられる。

分類 概 要 生態系との関わり

水文
特性

 大淀川河口から約9㎞付近(大淀川第一床固下流)までが
感潮区間とされており、顕著な塩水遡上は約4㎞(橘橋)付
近までとなっている。

 当該地区は塩水遡上上端付近(汽水域と淡水域の境界
部）にあたる。

 汽水性･回遊性･淡水性の種が入り混じる多様な生物相がみられる。
 モクズガニやニホンウナギ、ハゼ類等の回遊性種の移動途中の生

息場となっている。
 浅水域の砂礫底はカワスナガニ等が生息する。

地形
特性

 大淀川汽水域の低水路は殆ど護岸化されているが、当該
地区は主に護岸前面が自然河岸であり、水際の湿地環境
が維持されている。

 汽水域で最も広大な草地環境が残存している。

 水際には大淀川水系及び宮崎県内で最大級のタコノアシ群落が経
年的に維持されている。

 ヨシ・オギ等の草地に依存するカヤネズミ、オオヨシキリ等の繁殖場
となっており、特にオオヨシキリは周辺地域と比べて繁殖場が多い
と考えられる。

 塩水遡上上端付近で唯一のワンド・たまり環境が存在し、
複雑な水際線を形成している。

 湾曲部の内岸側であり、ワンドや砂泥質の干潟を有する浅
い静穏域となっている。

 砂泥干潟はタケノコカワニナやカニ類、静穏な浅場は魚介類の幼
稚仔の成育場となっている。

 ワンド・たまり環境は、出水時は生物の一時的な避難場としても機
能していると考えられる。

 土砂堆積しやすい地形特性であり、経年的にみるとヨシ類→オギに

遷移し今後の陸化・樹林化が懸念される。

 天満橋下流ワンドは、公園の水路から淡水の流入がある
特異的な環境となっている。

 淡水が流入する下流ワンドは、ホザキノフサモ、ササバモの生育場
や水鳥等の採餌場となっている。

利用
特性

 親水公園が隣接しており、散策･親水利用、カヌー等船着
場として利用されている。

 市民団体による環境学習やタコノアシの保全活動が継続さ
れている。

 小戸神社の「みそぎ祓」において、神社から高水敷・水際
の区間を利用している。

 掘削･伐採等の維持管理やNPOの保全活動によりタコノアシ等が生
育する草地環境が維持されている。

大淀川下流地区の環境特性と生態系との関わり
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大淀川下流掘削における環境配慮について

塩水遡上範囲（中潮時）

小戸神社

タコノアシ保護活動

• 宮崎県内最大級のタコノアシ群落が経年的に維持
• 汽水性、回遊性、淡水性の種が入り混じる多様な環境
• ワンド、たまり環境が存在し、複雑な水際線を形成
• 下流ワンドは水路から湛水の流入がある特異的な環境
• 広大な草地環境はカヤネズミ、オオヨシキリ等が繁殖場

として利用
• 散策、親水利用、カヌー等の船着き場として利用
• 小戸神社の「みそぎ祓」において、神社から高水敷・水際

の区間を利用している。

中流ワンド 下流ワンド

• 規模や形状の異なる3つのワンドが形
成されており、タコノアシが群生する

• タケノコカワニナ･小型の魚介類の生息
場、カモ類･サギ類等の水鳥もみられる

• 重要種の種数が多く、ホザキノフサモ、タ
ケノコカワニナが多い

• 汽水性魚介類の生息場やオオバン等の
水鳥の餌場にもなっている

宮崎県内最大級のタコノアシ群落

タコノアシ

小戸神社 みそぎ祓市民によるタコノアシの保全活動

捕獲された魚類 ホザキノフサモ タケノコカワニナ

広大な草地環境

オオヨシキリの巣

カヤネズミの球巣

休息中のカモ類

３．大淀川下流地区の重要性（２）
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 今年度（R2）の環境調査結果を踏まえ、一次設定案の更なる良好な環境の保全・創出に向けた掘削形状（環境配慮案）を検討

大淀川下流掘削における環境配慮について

４．環境に配慮した河道掘削形状（検討ケースの概要）

上流ワンド(新設)

中流ワンド(既存)を保全し、上流に大型ワンドを新設

下流ワンド(既存)

中流ワンド(既存)

環境配慮案（B）

上流ワンド(新設)

下流ワンド(既存)

中流ワンド(既存)

環境配慮案（C）

中流ワンド(既存)の一部を掘削し、上流に大型ワンドを新設

下流ワンド(既存)

中流ワンド(既存)

環境配慮案（A）

中流ワンド(既存)を保全し、上流側を全面掘削

下流ワンド(既存)

中流ワンド(既存)

一次設定案

中流ワンド(既存)の一部を含め、平水位以下を一律掘削

検討ケース 環境配慮の概要

環境配慮案（A）
中流ワンド（既存）を出来るだけ残し、湿地環境を保全する形状にしつつ、上流側の水際線に変化（凹凸）をつけることで、一次
設定案よりも良好な環境の保全・創出を図る。

環境配慮案（B）
中流ワンド（既存）を出来るだけ残し、湿地環境を保全する形状にしつつ、上流側に生物多様性が高くなる大型ワンドを新設す
ることで、一次設定案よりも良好な環境の保全・創出を図る。

環境配慮案（C）
中流ワンド（既存）の一部を掘削し、水際の湿地環境を保全する形状にしつつ、上流側に生物多様性が高くなる大型ワンドを新
設することで、一次設定案よりも良好な環境の保全・創出を図る。
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※昨年度懇談会時点より
下流ワンドの全面保全に見直し

（全案共通）



ケース 平面形状イメージ
ワンド・湿地環境の保全

陸域環境の保全
総合
評価下流ワンド 中流ワンド 上流ワンド

一次
設定案

○

ワンド形状を
そのまま保全

〔面積：約5800m2〕

○

一部掘削するが
水際部は良好な
湿地環境が維持
〔面積：約2500m2〕

△

水際線
が単調化

（ワンド無し）

△

陸域環境が
大幅に縮小

△

環境
配慮案

（A）

○

ワンド形状を
そのまま保全

〔面積：約5800m2〕

◎

既設ワンドが残
るため、良好な

湿地環境が維持
〔面積：約4600m2〕

○

水際線に
凹凸創出

（ワンド無し）

△

陸域環境が
大幅に縮小

環境
配慮案

（B）

○

ワンド形状を
そのまま保全

〔面積：約5800m2〕

◎

既設ワンドが残
るため、良好な

湿地環境が維持
〔面積：約4600m2〕

◎

大型ワンドの
新設により多様
な生物の生息・
生育環境を創出
〔面積：約8000m2〕

○

上流側の陸域
環境が一部残存

○

環境
配慮案

（C）

○

ワンド形状を
そのまま保全

〔面積：約5800m2〕

○

一部掘削するが
水際部は良好な
湿地環境が維持
〔面積：約2500m2〕

◎

大型ワンドの
新設により多様
な生物の生息・
生育環境を創出
〔面積：約8000m2〕

○

上流側の陸域
環境が一部残存

大淀川下流掘削における環境配慮について

上流ワンド(新設)

下流ワンド(既存)

中流ワンド(既存)

中流ワンド(既存)の一部を含め平水位以下の一律掘削

中流ワンド(既存)を保全し、上流側を全面掘削

中流ワンド(既存)を保全し、上流にワンドを新設

中流ワンド(既存)の一部を掘削し、上流ワンド新設

下流ワンド(既存)

中流ワンド(既存)

下流ワンド(既存)

中流ワンド(既存)

上流ワンド(新設)

下流ワンド(既存)

中流ワンド(既存)

４．環境に配慮した河道掘削形状（比較検討結果）
※表中の〔 〕内は整備後のワンド面積

13
【参考】一般的に生物多様性が高いワンドの大きさは1,000㎡以上といわれている。（出典：「わんどの機能と保全･創造」H11.3 河川環境管理財団大阪研究所））
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１．流況解析の解析条件

 今回検討対象区間（湾曲部）において、懸案事項となる右岸水衝部への影響や掘削後の河床維持（掃流力の低下）等を確認するため、
平面二次元流況解析モデルを構築し、掘削前後の平面的な水理諸量等について検討を行う。

 解析条件等の概要については以下のとおりである。

14

項目 内容 備考

検証項目
及び

対象外力

検証項目①右岸洗堀箇所への影響
→整備計画流量

検証項目②河道の維持管理（再堆積等）
→整備計画流量、平均年最大流量

解析モデル
一般曲線座標系

平面二次元流況解析モデル

検証対象範囲

上流端：大淀川7k000

下流端：大淀川3k400

※下流～上流ワンド(4k2～6k2左岸低水路)を包絡

・上下流端の基準は、河道が直線的になる

地点 (下流端:3k800,上流端:6k600)。

・更に、計算の安定化を目的として助走区

間等を設定。

メッシュサイズ

対象河道

・現況河道

・整備計画河道 環境配慮案（B）

・ 〃 （C）

範囲 横断方向 流下方向

ワンド・砂州区間 約 3m 約 3m

上記以外 約 3m～10m 約 3m～25m

深掘れ箇所の代表横断図

大淀川 5k400

流況解析モデルの概要について

右岸側水衝部における深掘れ

5k8

5k6

ワンド周辺の複雑な地形を詳細なメッシュ(約3m×約3m)で表現

：計算メッシュ

： (参考)環境配慮案(C)掘削範囲

凡例

メッシュ分割図（上流ワンド付近）



流況解析モデルの概要について

２．メッシュ地盤高に使用する測量データ

 流況解析モデルにおけるメッシュ地盤高の作成を目的に、面的測量（H28.5～R2.7）を実施（※測量成果：1mグリッドデータ）
 結果、湾曲部内岸側の砂州やワンド、岩河床(5k100右岸付近)等の特異な地形を含め、詳細に地形状況を把握

：メッシュ作成範囲

：マルチ測量（R1.11～R2.1測量）

：GNSS測量（R2.7測量）

：横断測量成果の内挿

：ALB測量（H28.5測量）

凡例

その他

池状態区間

擦り付け区間

助走区間

擦り付け区間

助走区間

図 メッシュ地盤高に使用する測量データの出典図

表 メッシュ地盤高に使用する測量成果一覧表

解析モデル構築範囲（3k400～7k000）

流況検証対象範囲（3k800～6k600）

池状態区間
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No 測量時期 測量手法 備考

1 平成28年 3月 横断測量

2 平成28年 5月 ALB測量

3 令和 1年11月

4 令和 2年 1月

5 令和 2年 7月 GNSS測量

マルチ測量

横断測量※

※陸部（高水敷等）や浅深等によるマルチ測量困難箇所

（6k0～6k2付近）においては、横断測量も併せて実施

面的データ



流況解析モデルの概要について

３．メッシュサイズ

 地形状況（砂州、ワンド箇所を含む）を良好に再現するため、最小で約3m×約3m のメッシュサイズを設定。

範囲 横断方向 流下方向

ワンド・砂州区間 約 3m 約 3m

上記以外 約 3m～5m 約 3m～10m

表 メッシュサイズの概要

ワンド・砂州区間

図 メッシュ分割図

約3m×約3mのメッシュ範囲
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ワンド周辺の複雑な地形を詳細なメッシュ（約3m×約3m）で表現5k8

5k6

：計算メッシュ

： (参考)環境配慮案(C)掘削範囲

凡例

地盤高コンター図（上流ワンド付近の拡大版）



項目 地盤高コンター図

現
況

環
境
配
慮
案

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

流況解析モデルの概要について

４．メッシュ地盤高の設定

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

 測量成果より、メッシュ内の平均地盤高を設定。
 砂州、ワンド箇所を含め、地形状況を良好にモデル化。

（計算メッシュ）
環境配慮案（B）

（計算メッシュ）
環境配慮案（C）

（計算メッシュ）
現況河道

（参考 測量成果）
現況河道

中流ワンド（B案：既存、C案：一部保全）
を良好に表現

（測量成果による）現況の
地盤高を良好に再現。

※測量成果は点群データ（約1m間隔）で
あるため、密度の関係により、左図より
薄い色付きになっている。

岩河床をモデル化

※面的測量成果の不足のため、令和
元年度横断測量成果(200mピッチ)の内
挿にて、地盤高を設定。
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上流ワンド（新設）、
下流ワンド（既存）
を良好に表現。



外力 整備計画流量(9300m3/s)

水理量 流速(m/s)

現
況
河
道

環
境
配
慮
案

右岸洗掘箇所への影響について（環境配慮案(B)と(C)の比較）

１．シミュレーション検証結果（現況河道における流速との比較）

 環境配慮（中流ワンドの存置や上流ワンドの新設等）による右岸洗堀箇所への影響を流速の変化により確認した。
 結果、環境配慮案両案において、左岸側の掘削に伴う流況の平滑化により、右岸洗堀箇所の流速は低下する（洗堀抑制に寄与）。
 なお、流速は、環境配慮案（C）の方が僅かであるものの、より低下する傾向となる。
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5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

環境配慮案（B） 環境配慮案（C）

現況河道

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2
（参考 メッシュ地盤高）

現況河道

：環境配慮案(B)掘削範囲

：環境配慮案(C)掘削範囲

凡例



外力 整備計画流量(9300m3/s)

ケース 環境配慮案(B) 環境配慮案（C）

メ
ッ
シ
ュ
地
盤
高

流
速
の
変
化
量

（現
況
に
対
す
る
）

右岸洗掘箇所への影響について（環境配慮案(B)と(C)の比較）

２．シミュレーション検証結果（現況河道における流速との比較）

※次頁に流速横断分布図を作成

環境配慮案（B）と比
べると、中流ワンドの
突出が少ない。

5k3

 前項の流速値について現況河道からの変化量を確認。
 環境配慮案（C）の方が右岸洗堀箇所の流速はより低下する傾向となる。
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5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

5k0
4k8

4k6

5k2

5k8

6k0

6k2

5k45k6

一連で流速が低下し
ている外岸側の中で
も、特に中流ワンド
付近において外岸側
の流速の低下量が
大きい。

環境配慮案（C）と比べ
ると、流速の低下量は
少ない。



外力 平均年最大流量(3800m3/s)

水理量 摩擦速度(m/s)

現
況
河
道

環
境
配
慮
案

河道の維持管理について（環境配慮案(B)と(C)の比較）

１．シミュレーション検証結果（現況河道における摩擦速度との比較）
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5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

環境配慮案（B） 環境配慮案（C）

現況河道

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2
（参考 メッシュ地盤高）

現況河道

：環境配慮案(B)掘削範囲

：環境配慮案(C)掘削範囲

凡例

 環境配慮案において掘削後に懸念される再堆積への影響を確認するため、平均年最大流量規模での摩擦速度について算定。



外力 平均年最大流量(3800m3/s)

ケース 環境配慮案(B) 環境配慮案（C）

メ
ッ
シ
ュ
地
盤
高

摩
擦
速
度
の
変
化
量

（現
況
に
対
す
る
）

河道の維持管理について（環境配慮案(B)と(C)の比較）

２．シミュレーション検証結果（(ワンド内以外の)掘削箇所における再堆積の懸念について）

※平均年最大流量流下時における整備後の摩擦速度が、現況の0.85～1.15倍（-15％～+15％）であれば整備後の河道は安定すると判断（出典：河道計画検討の手引き）。

中流ワンドを存置

③中流ワンドの先端
で、摩擦速度が増大。
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5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

5k0
4k8

4k6

5k25k4
5k6

5k8

6k0

6k2

②ワンド内における再堆
積が懸念される。

①摩擦速度は現況に比べて概ね
±15％以内(但し、一部+15％を超
過)となり、掘削後も顕著な堆積傾
向にならないと考えられる。

 掘削箇所における維持管理（再堆積等）について、河床の安定性指標（前項での摩擦速度の変化率）※により確認した。
 掘削範囲全面における摩擦速度は、現況に比べて概ね±15％以内となり、B・C案共に①掘削後の顕著な堆積傾向は確認されない。
 なお、②上流ワンドの一部で現況からの極端な低下傾向や、③環境配慮案（B）において（ワンドを構成する河床材料等にもよるが）存置

した中流ワンドが一部流出し易い傾向が確認される。



外力 平均年最大流量(3800m3/s)

ケース 環境配慮案(B) 環境配慮案（C）

摩
擦
速
度

(m/s)

河道の維持管理について（環境配慮案(B)と(C)の比較）

３．シミュレーション検証結果（上流ワンドの埋め戻しに対する懸念について）

 上流ワンドの埋め戻しに対する懸念について、移動限界摩擦速度等により確認。
 平均年最大流量時の摩擦速度は、移動限界摩擦速度以上となっており、B案、C案共に顕著な堆積傾向にならないものと想定される。

22

5k4

5k6

5k8

5k4

5k6

5k8

(出典：水理公式集 平成11年版 P158)

岩垣公式による移動限界摩擦速度

表 河床移動等に関する評価指標一覧

代表粒径d60=7.17mmを想定した場合、
摩擦速度＞限界摩擦速度(0.076 m/s)
であるため、極端な堆積は生じないと考
えられる。

移動限界摩擦速度※1

0.076(d60=7.17mm
※2

)

0.053(d60=3.48mm※3)

0.051(d60=1.82mm※4)

※2 寄洲上の陸域における最大粒径

※3 寄洲上の陸域における代表粒径の

　　平均値

※4 寄洲上の表層土砂の平均粒径

現況に対する整備後の摩擦速度※5 -
整備後の摩擦速度が、現況に対して±

15％以内であれば整備後の河道は安定

撹乱境界※6 0.114

※1 出典：水理公式集 平成11年版 P158

※5 出典：河道計画検討の手引き 平成15年版 P154

※6 出典：樹林化抑制を考慮した河岸形状設定のガイドライン（案）平成23年3月版 P51

摩擦速度
(m/s)

水理量 評価指標 閾値 備考

ワンド出口付近の掃流
力は、環境配慮案(C)の
方が大きく、環境配慮
案(B)より再堆積し難い
傾向となる。



外力 平均年最大流量(3800m3/s)

ケース 環境配慮案(C) ※事前説明時点 環境配慮案（C） ※修正後

メ
ッ
シ
ュ
地
盤
高

(T.P.m)

摩
擦
速
度

(m/s)

（参考）河道の維持管理について

シミュレーション検証結果（上流ワンドの埋め戻しに対する懸念について）
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5k4

5k65k8

6k0 5k4

5k65k8

6k0

5k4

5k65k8

6k0 5k4

5k65k8

6k0

上流ワンド出口付近の
再堆積防止のため、よ
り掃流力が増加する形
状に修正。

中流ワンドの形状の修正
に伴い、掃流力が増加。

再堆積を考慮し、地盤
高を修正。



外力 平均年最大流量(3800m3/s)

水理量 無次元掃流力

現
況
河
道

環
境
配
慮
案

河道の維持管理について（環境配慮案(B)と(C)の比較）

４．シミュレーション検証結果（中流ワンドの流出に対する懸念について）

 中流ワンドの流出に対する懸念について、無次元掃流力により確認。
 環境配慮案（B）について保全する砂州のフラッシュや周辺のタコノアシ生息箇所にも影響が及ぶことが懸念される。
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環境配慮案（B） 環境配慮案（C）

現況河道
5k25k4

5k6

5k25k4
5k6 5k25k45k6

表 河床移動等に関する評価指標一覧

：タコノアシ群落

：タコノアシ群落

：タコノアシ群落

掘削後においても、現況と同
程度の掃流力に留まる。

保全した砂州

撹乱等による砂州のフラッ
シュも想定される(周辺のタ
コノアシ生息箇所にも影響)。

撹乱境界※1
      ～0.046(30mm≦d60)
 0.046～0.080(10mm≦d60<30mm)
 0.080～     (d60<10mm)

植生破壊
※2 0.06( 裸地 )

0.10(草本域)

※1 出典：樹林化抑制を考慮した河岸形状設定のガイドライン（案）平成23年3月版 P51

※2 出典：平成29年度　九州河道管理研究会 資料2(河川技術の基礎と応用) P21

水理量 評価指標 閾値

無次元掃流力
u※

2

sgd

※代表粒径については、無次元掃流力算出時を含め、現況の寄洲上における最大粒径（7.17mm）を採用



外力 平均年最大流量(3800m3/s)

ケース 環境配慮案(B) 環境配慮案（C）

摩
擦
速
度

(m/s)

河道の維持管理について（環境配慮案(B)と(C)の比較）

５．シミュレーション検証結果（下流ワンドの埋め戻しに対する懸念について）

 下流ワンドの埋め戻しに対する懸念について、移動限界摩擦速度等により確認。
 平均年最大流量時の摩擦速度は、移動限界摩擦速度以上となっており、B案、C案共に顕著な堆積傾向にならないものと想定される。
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(出典：水理公式集 平成11年版 P158)

岩垣公式による移動限界摩擦速度

表 河床移動等に関する評価指標一覧

移動限界摩擦速度※1

0.076(d60=7.17mm
※2

)

0.053(d60=3.48mm※3)

0.051(d60=1.82mm※4)

※2 寄洲上の陸域における最大粒径

※3 寄洲上の陸域における代表粒径の

　　平均値

※4 寄洲上の表層土砂の平均粒径

現況に対する整備後の摩擦速度※5 -
整備後の摩擦速度が、現況に対して±

15％以内であれば整備後の河道は安定

撹乱境界※6 0.114

※1 出典：水理公式集 平成11年版 P158

※5 出典：河道計画検討の手引き 平成15年版 P154

※6 出典：樹林化抑制を考慮した河岸形状設定のガイドライン（案）平成23年3月版 P51

摩擦速度
(m/s)

水理量 評価指標 閾値 備考

4k2

4k4

4k6
4k8

5k0

4k2

4k4

4k6
4k8

5k0

代表粒径d60=7.17mmを想定した場合、
摩擦速度(0.08～0.13m/s程度)＞限界摩
擦速度(0.076m/s)であるため、極端な堆
積は生じないと考えられる。



（参考）河道の維持管理について

河床移動等に関する評価指標一覧
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表 河床移動等に関する評価指標一覧

移動限界摩擦速度※1

0.076(d60=7.17mm※2)

0.053(d60=3.48mm※3)

0.051(d60=1.82mm※4)

※2 寄洲上の陸域における最大粒径

※3 寄洲上の陸域における代表粒径の

　　平均値

※4 寄洲上の表層土砂の平均粒径

現況に対する整備後の摩擦速度※5 -
整備後の摩擦速度が、現況に対して±

15％以内であれば整備後の河道は安定

0.114

0.080～(d60<10mm)
0.046～0.080(10mm≦d60<30mm)

～0.046(30mm≦d60)

植生破壊※7 0.06( 裸地 )
0.10(草本域)

張芝侵食限界流速※8 2.0以上

護岸設計流速(自然石空張)※9 5.0以上

※1 出典：水理公式集 平成11年版 P158

※5 出典：河道計画検討の手引き 平成15年版 P154

※6 出典：樹林化抑制を考慮した河岸形状設定のガイドライン（案）平成23年3月版 P51

※7 出典：平成29年度　九州河道管理研究会 資料2(河川技術の基礎と応用) P21

※8 出典：河道計画検討の手引き 平成15年版 P174

※9 出典：美しい山河を守る災害復旧基本方針 P36

閾値 備考

参考

摩擦速度
(m/s)

撹乱境界※6

無次元掃流力

流速
(m/s)

水理量 評価指標



河道掘削形状案の総合評価

河道掘削形状の比較検討結果
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 環境配慮案（B）、（C）について、評価項目毎にメリット・デメリットを比較整理
 治水・環境面・維持管理面等について総合的に勘案した結果、環境配慮案（C）を優位な案として採用したい。
 なお施工においては、次頁以降に示すような配慮事項に対し更に留意しつつ、モニタリング等しながら段階的に着実な実施に努める。

環境配慮案（B） 優位性 環境配慮案（C） 備考

定性的
評価

・既設ワンドの存置により、良好な湿地環境が維持され、重要な動植物
（タコノアシ、タケノコカワニナ等）の保全が可能である。 ≒

・既設ワンドの一部が改変されるが、水際部は良好な湿地環境が維持さ
れ、重要な動植物（タコノアシ、タケノコカワニナ等）の保全が可能であ
る。

・整備計画策定時点の治水安全度は確保される。 同左

HWL-18cm HWL-19cm
(参考)整備計画策定時点

HWL-14cm

・掘削に伴う（横断方向の）流況の平滑化により、外岸側となる右岸洗堀
箇所付近の流速は、現況より低下する。 <

                                       同左
（なお、現況に対する流速の低下量は、環境配慮案(B)に比べて更に期
待される。）

再堆積
の懸念

掘削
箇所

(ワンド以外)

・掘削後における掃流力の極端な低下等は見受けられず、顕著な堆積
等は生じないものと想定される。 ≒ 同左

上流
ワンド

・部分的に堆積傾向を示す箇所もあるが、埋め戻し等への懸念は少な
いものと考えられる。（顕著な堆積に伴うワンド機能の早期の喪失等は
生じないものと想定される。）

≒ 同左

中流
ワンド

・（動植物の保全のため）存置した中流ワンド及びその周辺において、現
況と比べて洗堀傾向となる。 < ・掘削後において、顕著な洗堀傾向にならないものと想定される。

注）青字：メリット、赤字：デメリット

総合評価

・両案とも、生物環境を保全した上で、治水安全度は確保され、かつ水衝部における深掘れ進行も現況より抑制される。
・湾曲部内岸側における河積確保による大幅な流速低下等は生じず、河積増大に伴う再堆積への顕著な懸念等は少ないものと想定される（掘削後のモニタリ
ング等による維持管理は要する）。
・環境配慮案（B）において保全する中流ワンドの維持管理等への課題を踏まえると、環境配慮案（C）の方が優位な案と考えられる。

評価項目

中流ワンドの保全
（特に、環境配慮案(C)の一部掘削箇所）

定
量
的
評
価

治水安全度

<
環境配慮区間上流端付近(5k800)

における河道水位

右岸洗堀箇所への影響

河道の
維持
管理

ワンド内の
埋め戻し

や
砂州流出

への懸念



大淀川下流掘削における環境配慮について

３．大淀川下流掘削における環境配慮の留意点（掘削手順等）

（2）掘削手順
• 掘削範囲に生育生息する重要種（タコノアシ、カヤネズミ、タケノコカワニナ等）等の移動や再生に配慮し、河道掘削は数工区・数年程度に分けて段階的に施工する。
• 掘削の順番は流心側または下流側とする。保全ゾーン（下流ワンド）に近い下流側から行う場合は、保全ゾーンの上端部と繋げた水域が形成されるように掘削を行うことに

よって、保全ゾーンからのタコノアシ等の重要種の供給を期待する（タコノアシの種子は水面に浮き、流れ着いた水際で分布を拡大する特性があるため）。
• また、平水以上の裸地の環境は、掘削直後にヤナギの種子が定着し、その後再樹林化の恐れがあるため、ツルヨシ等の根茎を含む表土（30㎝以上程度）を覆土し、早期に

草地環境を再生することでヤナギ類の定着成長を抑制する。
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（3）掘削時期
• 掘削時期は非出水期を基本とし、オオヨシキリ、ヒクイナ、カヤネズミ等の繁殖時期を避け、主に晩秋～早春の時期に実施する。
• カヤネズミについては、地中で冬眠中に掘削を行うと影響を受ける可能性があるため、掘削箇所で営巣しないよう、予め秋季に除草を行う等の配慮を行う。なお、親水公園

沿いの草地はバッファーとして存置する。
• タコノアシ、ウマスゲを移植する場合は、地上部が成長を始める前の3月頃に行う。
• また、モニタリングを並行し工事の影響・効果を把握しながら順応的管理に努める。

（1）重要種の保全対策
• 重要種のうち掘削範囲内（ケース5の場合）で確認されている種は、タコノアシ、カヤネズミ、ミゾコウジュ、カワヂシャ、タケノコカワニナ、アシシロハゼ、クロベンケイガニ、テ

ナガエビである。
• これらの種はいずれも掘削範囲外または周辺域にも分布しているため、保全ゾーン（下流ワンド）においてハビタットを維持すること、掘削形状を工夫（ワンドの創出等）し新

たなハビタットを創出することにより、工事後の回復が期待できる。
• タコノアシについては、掘削範囲外にも多く生育しており、掘削後の水際部にも周辺からの種子供給で自然に再生すると考えられるが、可能な範囲で播種や表土撒き出し等

を行う。
• ウマスゲについては、掘削範囲外に生育しているが分布が局所的であるため、重機･車両・資材による踏圧がないよう配慮する。掘削により影響を受ける場合は保全ゾーン

への移植を行う。本種の生育環境はヤナギ等の木陰となる湿地環境であり、下流ワンドの上流端（天満橋直上流付近）が移植適地と考えられる。

上流区間 中流区間 下流区間

施工区分イメージ図（案）

2年目：伐採
3年目～:掘削、移植

※上記の実施年や区間分けについてはイメージであり、実施にあたっては変更する場合がある



• 糸原地区では築堤工事に伴い消失する可能性があった
ワンドについて、根元部分に空石積みを設置

• 現在もワンド環境が維持されている

整備前

整備後 空石積み

平成21年3月完成

 ワンド内ではギンブナ、濃いか稚魚、ミナミメダカなど、ワンド外では
オイカワ、カマキリ、シマヨシノボリなどを確認

 底生動物では、ミゾレヌマエビ、テナガエビ、コオニヤンマの幼虫など
をワンド内で確認

 ワンド内においては、出水後も緩流域に生息する稚魚等の生物種を確認
 この付近には、このような緩流域が少ないが、過年度から継続してその

機能を維持している

大淀川下流掘削における環境配慮について

４．ワンド形状の維持管理の工夫（糸原地区の事例）
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平成23年6月の状況

モツゴ ミナミメダカ カワアナゴ ウキゴリ

空石積み

カマキリ

糸原地区：大淀川 右岸15k400付近



大淀川下流掘削における環境配慮について

５．高松橋下流における空石積みの整備イメージ

高松橋下流（上流ワンド）における石積み護岸の整備イメージ

空石積みの整備イメー
ジ

（1）整備目的・概要

• ワンド根元部分が出水により流出する可能性があることから、必要に応じて
ワンド砂州の根元部分に空石積みを整備する。

• なお、大淀川の糸原地区（前頁）や北川の川島地区（右写真）では、出水に
よりワンド砂州の一部が流出したことから、その後空石積みを整備し、現在
もワンド環境が維持されている。

北川（川島地区のワンド）

空石積みの整備状況
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【参考】五ヶ瀬川水系北川：左岸3k800付近（H9北川激特対応）



大淀川下流掘削における環境配慮について

６．その他の配慮上の参考事項
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• 現況の中流ワンドのように、複数のワンド、たまりが細流でつながった環境を設けることも、多様な湿地環境
の創出に寄与すると考えられる。

• 河道掘削時に石礫が出てきた場合は再利用し新設ワンド河床に置くとハゼ類の産卵場、カニ類の隠れ場とし
て機能させることが可能である。

• 仮設工による影響を最小限にするため、進入路や仮置き場は湿地の改変を避ける等配慮する。
• 樹林化が進行している箇所はヤナギの伐採を行うが、鳥類・コムラサキやウマスゲ等のハビタットともなるた

め、数本は治水上支障のない範囲で保全する。
• ナンキンハゼはタコノアシと同様の場所に生育しており高木化も懸念されるため、伐採する。
• 現存のワンドやたまりの一部では、伏流水の浸み出しによるものと思われる湿潤な環境がみられる。そのよ

うな環境は湿地として維持されやすいため、河道掘削を行う際に同様の環境がみられた場合には、たまりの
創出候補地として活用することが望ましい。



大淀川下流掘削による景観変化予測 （視点場①：高松橋中央付近）

整備前

整備後のイメージ（一次設定案）

満潮時 6:40a.m.

満潮時 6:40a.m.

撮影日：2020/10/3

整備後のイメージ（環境配慮案（C））

満潮時 6:40a.m.

1

2

3

:一次設定案
:環境配慮案(C)

満潮時
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大淀川下流掘削による景観変化予測 （視点場①：高松橋中央付近）

整備前

整備後のイメージ（一次設定案）

中間時 9:30a.m.

中間時 9:30a.m.

撮影日：2020/10/3

整備後のイメージ（環境配慮案（C））

1

2

3

:一次設定案
:環境配慮案(C)

中間時

中間時 9:30a.m.
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大淀川下流掘削による景観変化予測 （視点場①：高松橋中央付近）

整備前

整備後のイメージ（一次設定案）

干潮時 12:45p.m.

干潮時 12:45p.m.

撮影日：2020/10/3

整備後のイメージ（環境配慮案（C））

干潮時 12:45p.m.

1

2

3

:一次設定案
:環境配慮案(C)

干潮時

34



大淀川下流掘削による景観変化予測 （視点場②：天満橋左岸側バルコニー）

整備前

整備後のイメージ（一次設定案）

満潮時 6:40a.m.

満潮時 6:40a.m.

撮影日：2020/10/3

整備後のイメージ（環境配慮案（C））

満潮時 6:40a.m.

1

2

3

:一次設定案
:環境配慮案(C)

満潮時
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大淀川下流掘削による景観変化予測 （視点場②：天満橋左岸側バルコニー）

整備前

整備後のイメージ（一次設定案）

中間時 9:40a.m.

中間時 9:40a.m.

撮影日：2020/10/3

整備後のイメージ（環境配慮案（C））

中間時 9:40a.m.

1

2

3

:一次設定案
:環境配慮案(C)

中間時
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大淀川下流掘削による景観変化予測 （視点場②：天満橋左岸側バルコニー）

整備前

整備後のイメージ（一次設定案）

干潮時 12:45p.m.

干潮時 12:45p.m.

撮影日：2020/10/3

整備後のイメージ（環境配慮案（C））

干潮時 12:45p.m.

1

2

3

:一次設定案
:環境配慮案(C)

干潮時
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大淀川下流掘削による景観変化予測 （視点場③：天満橋右岸側バルコニー）

整備前

整備後のイメージ（一次設定案）

満潮時 6:40a.m.

満潮時 6:40a.m.

撮影日：2020/10/3

整備後のイメージ（環境配慮案（C））

満潮時 6:40a.m.

1

2

3

:一次設定案
:環境配慮案(C)

満潮時
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大淀川下流掘削による景観変化予測 （視点場③：天満橋右岸側バルコニー）

整備前

整備後のイメージ（一次設定案）

中間時 9:40a.m.

中間時 9:40a.m.

撮影日：2020/10/3

整備後のイメージ（環境配慮案（C））

中間時 9:40a.m.

1

2

3

:一次設定案
:環境配慮案(C)

中間時

39



大淀川下流掘削による景観変化予測 （視点場③：天満橋右岸側バルコニー）

整備前

整備後のイメージ（一次設定案）

干潮時 12:45p.m.

干潮時 12:45p.m.

撮影日：2020/10/3

整備後のイメージ（環境配慮案（C））

干潮時 12:45p.m.

1

2

3

:一次設定案
:環境配慮案(C)

干潮時
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モニタリング計画（案）

掘削後のモニタリングについては、当面の間、下表により実施するものとする。
掘削施工中のモニタリングについては、別途相談する。

内容 実施時期

１ 横断測量 平均年最大流量規模の出水発生後

２ 護岸目視監視（右岸5k付近） 施設点検時、河川巡視時

３ 定点監視（砂州等） 河川巡視時

４

環
境
調
査

植生図調査 秋

注目すべき植物（重要種等）の調査
■タコノアシ等

夏～秋

注目すべき動物（重要種等）の調査
■鳥類：オオヨシキリ（春～初夏のみ）
■哺乳類：カヤネズミ

春、秋

※注目すべき動植物は、大淀川下流地区のワンド・ヨシ原等の環境を生息・生育・繁殖基盤とする種を選定

41


	令和２年度学識者懇談会（第２回）
	令和２年度学識者懇談会（第２回）
	令和２年度学識者懇談会（第２回）
	【資料－１】規約及び学識者懇談会目的
	【資料－２】令和２年度の出水概要（宮崎河川国道事務所）
	【資料－３】流域治水への転換（宮崎河川国道事務所）
	【資料－４】201204大淀川河川整備計画点検　説明資料
	【資料－５】201204小丸川河川整備計画点検　説明資料
	【資料－６】201204大淀川下流部の河道掘削について 【マスコミ配布用】


	【資料－６】201204大淀川下流部の河道掘削について 【マスコミ配布用】



